
令和７年度から
宿泊使用 一時使用

（１泊２日） （日帰り）

３歳未満 無料 無料

３歳以上中学生
以下 ５４０円 ２７０円

その他 ８３０円 ４１０円

３歳未満 無料 無料

３歳以上中学生
以下 ８１０円 ４００円

その他 １，２４０円 ６１０円

令和６年度まで
宿泊使用 一時使用

（１泊２日） （日帰り）

３歳未満 無料 無料

３歳以上中学生
以下 ４２０円 ２００円

その他 ６４０円 ３２０円

３歳未満 無料 無料

３歳以上中学生
以下 ６３０円 ３００円

その他 ９６０円 ４８０円

ただし、以下の場合は無料となります。

〇学校教育（義務教育）活動の一環として使用する場合

〇教育委員会規則で定める次の団体が使用する場合

　 木更津市子ども会育成連絡協議会、木更津市青少年相談員連絡協議会、木更津市青少年補導員連絡協議会

　 市内のボーイスカウトまたはガールスカウト、木更津市スポーツ少年団、市内の幼稚園および保育所

　 市内の放課後子ども教室または放課後児童クラブ

上記の団体以外でも、青少年健全育成を主たる目的として使用する場合は使用料を減免できる場合があります。

詳しくは生涯学習課にお問い合わせください。

使用料は、許可書の交付を受けるときに生涯学習課に納入してください。

納付された使用料は、原則として還付しません。

その他の施設・備品等の使用料は無料です。

 市内に住所が
 ある人

 上記以外の人

木更津市立少年自然の家キャンプ場使用料

使用料 （１人）

 市内に住所が
 ある人

 上記以外の人

使用料 （１人）

(


